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東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
の
設
立
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

関
係
政
令
の
整
備

１

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
施
行
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
四
百
九
十
七
号
）
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一

条
関
係
）

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
そ
の
他
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
二
条
～
第
八
条
関
係
）

第
二

経
過
措
置

１

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関

係
）

２

法
人
税
法
等
の
適
用
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

３

交
通
債
券
に
対
す
る
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）

４

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
（
昭
和
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
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る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

５

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）

第
三

附
則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
施
行
令
の
廃
止
の

規
定
等
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関

係
）


